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事
業
主
行
動
計
画
策
定
指
針
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
案
要
綱

第
一

女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
男
女
の
賃
金
の
差
異
に
関

す
る
情
報
公
表

女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
男
女
の
賃
金
の
差
異
の
情
報

公
表
に
つ
い
て
は
、
全
て
の
労
働
者
に
係
る
実
績
及
び
雇
用
管
理
区
分
ご
と
の
実
績
を
、
厚
生
労
働
省
雇
用
環
境
・
均
等
局

長
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
算
出
し
、
公
表
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二

そ
の
他

一

こ
の
告
示
は
、
告
示
の
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
。

二

こ
の
告
示
の
適
用
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。
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